
矢巾町歴史民俗資料館

間野々公民館

国道４号

区画Ｃ

別紙１位置図（1/4）

（矢巾町大字東徳田、間野々地内）

「矢巾町役場税務課撮影の航空写真（令和４年５月撮影）を加工して作成」

承認を得て作成した資料等を第三者はさらに複製する場合には、矢巾町役場税務課長の承認

を得なければならない。

※図上での表示のため、現地と誤差がありますのでご了承ください。

区画Ａ

区画Ｂ



「矢巾町役場税務課撮影の航空写真（令和４年５月撮影）を加工して作成」

承認を得て作成した資料等を第三者はさらに複製する場合には、矢巾町役場税務課長の承認を

得なければならない。

※図上での表示のため、現地と誤差がありますのでご了承ください。

別紙１位置図（2/4）

（矢巾町大字東徳田、間野々地内）

区画Ａ



「矢巾町役場税務課撮影の航空写真（令和４年５月撮影）を加工して作成」

承認を得て作成した資料等を第三者はさらに複製する場合には、矢巾町役場税務課長の承認を

得なければならない。

※図上での表示のため、現地と誤差がありますのでご了承ください。

別紙１位置図（3/4）

（矢巾町大字東徳田、間野々地内）

区画Ａ

幅員９ｍの道路（車道及び歩道）

を整備をすること。

（開発許可の要件を満たすこと）



「矢巾町役場税務課撮影の航空写真（令和４年５月撮影）を加工して作成」

承認を得て作成した資料等を第三者はさらに複製する場合には、矢巾町役場税務課長の承認を

得なければならない。

※図上での表示のため、現地と誤差がありますのでご了承ください。

別紙１位置図（4/4）

（矢巾町大字間野々地内）

区画Ｃ

区画Ｂ


